
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
医
師
の
指
定

（
障
害
福
祉
課
）

一

�
障
害
者
自
立
支
援
法
の
規
定
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

（

〃

）

二

�
漁
業
法
の
規
定
に
よ
る
区
画
漁
業
の
免
許
の
内
容
と
な
る
事
項
等
の
決
定
（
水

産

課
）

六

�
漁
業
法
の
規
定
に
よ
る
区
画
漁
業
の
免
許

（

〃

）

七

�
道
路
の
区
域
変
更

（
道

路

課
）

�
港
湾
施
設
の
供
用
開
始

（
港

湾

課
）

�
道
路
の
位
置
指
定
の
廃
止

（
建

築

課
）

八

公

告

�
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

（
県
民
参
画
課
）

�
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
（
三
件
）
（
経
営
支
援
課
）

�
肥
料
の
登
録
の
失
効

（
農
業
経
営
課
）

九

�
土
地
改
良
事
業
の
認
可
（
二
件
）

（
土
地
改
良
課
）

一
〇

●
香
川
県
告
示
第
六
百
十
四
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医

師
を
平
成
十
八
年
十
月
一
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
十
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第７９号

平 成１８年

１０月６日（金曜日）

告

示

障
害
の
種
類

診
療
科
目

医
師
の
氏
名

所
属
病
院
又
は

診
療
所
の
名
称

所

在

地

視
覚

眼
科

坂
口
恭
久

医
療
法
人
財
団
大
樹
会

総
合
病
院
回
生
病
院

坂
出
市
室
町
三
―
五
―

二
八

視
覚

眼
科

村
田
晶
子

さ
ぬ
き
市
民
病
院

さ
ぬ
き
市
寒
川
町
石
田

東
甲
三
八
七
―
一

肢
体
不
自
由

整
形
外
科

今
泉
泰
彦

国
立
大
学
法
人
香
川
大

学
医
学
部
附
属
病
院

木
田
郡
三
木
町
池
戸
一

七
五
○
―
一

肢
体
不
自
由

整
形
外
科

山
本
哲
司

国
立
大
学
法
人
香
川
大

学
医
学
部
附
属
病
院

木
田
郡
三
木
町
池
戸
一

七
五
○
―
一

肢
体
不
自
由

内
科
、
リ
ウ

マ
チ
科

土
橋
浩
章

国
立
大
学
法
人
香
川
大

学
医
学
部
附
属
病
院

木
田
郡
三
木
町
池
戸
一

七
五
○
―
一

肢
体
不
自
由

整
形
外
科
、

リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
科

永
井
新
二

医
療
法
人
社
団
永
井
整

形
外
科
医
院

坂
出
市
川
津
町
二
八
○

○
―
一

肢
体
不
自
由

整
形
外
科

近
藤
博
嗣

医
療
法
人
深
田
記
念
会

松
井
病
院

観
音
寺
市
村
黒
町
七
三

九

肢
体
不
自
由

整
形
外
科

森
田
哲
生

医
療
法
人
財
団
大
樹
会

総
合
病
院
回
生
病
院

坂
出
市
室
町
三
―
五
―

二
八

心
臓

循
環
器
内
科

雪
入
一
志

国
立
大
学
法
人
香
川
大

学
医
学
部
附
属
病
院

木
田
郡
三
木
町
池
戸
一

七
五
○
―
一

心
臓

循
環
器
内
科

四
宮
か
お
り

国
立
大
学
法
人
香
川
大

学
医
学
部
附
属
病
院

木
田
郡
三
木
町
池
戸
一

七
五
○
―
一

じ
ん
臓

泌
尿
器
科

山
本

洋

医
療
法
人
社
団
山
本
ヒ

フ
泌
尿
器
科
医
院

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町

四
條
一
一
○
五
―
一

呼
吸
器

外
科

小
野
好
彦

医
療
法
人
社
団
小
野
医

院

三
豊
市
詫
間
町
詫
間
六

八
一
五
―
五

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
月
六
日

（
第
九
三
七
八
号
）

一



●
香
川
県
告
示
第
六
百
十
五
号

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
自

立
支
援
医
療
（
更
生
医
療
・
育
成
医
療
）
を
担
当
さ
せ
る
医
療
機
関
を
平
成
十
八
年
十
月
一
日
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
十
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

呼
吸
器

呼
吸
器
科

木
下
あ
ゆ
み

独
立
行
政
法
人
国
立
病

院
機
構
香
川
小
児
病
院

善
通
寺
市
善
通
寺
町
二

六
○
三

ぼ
う
こ
う
・
直

腸

外
科

出
石
邦
彦

国
立
大
学
法
人
香
川
大

学
医
学
部
附
属
病
院

木
田
郡
三
木
町
池
戸
一

七
五
○
―
一

ぼ
う
こ
う
・
直

腸

外
科

岡
野
圭
一

国
立
大
学
法
人
香
川
大

学
医
学
部
附
属
病
院

木
田
郡
三
木
町
池
戸
一

七
五
○
―
一

ぼ
う
こ
う
・
直

腸

外
科

谷
内
田
真
一

国
立
大
学
法
人
香
川
大

学
医
学
部
附
属
病
院

木
田
郡
三
木
町
池
戸
一

七
五
○
―
一

ぼ
う
こ
う
・
直

腸

外
科

竹
内

聖

総
合
病
院
坂
出
市
立
病

院

坂
出
市
文
京
町
一
―
六

―
四
三

聴
覚
、
平
衡
、

音
声
・
言
語
、

そ
し
ゃ
く

耳
鼻
咽
喉
科
、

頭
頚
部
外
科

藤
原
聖
子

国
立
大
学
法
人
香
川
大

学
医
学
部
附
属
病
院

木
田
郡
三
木
町
池
戸
一

七
五
○
―
一

聴
覚
、
平
衡
、

音
声
・
言
語
、

そ
し
ゃ
く

耳
鼻
咽
喉
科

岸
野
毅
日
人

内
海
病
院

小
豆
郡
小
豆
島
町
片
城

甲
四
四
―
九
五

聴
覚
、
平
衡
、

音
声
・
言
語
、

そ
し
ゃ
く

耳
鼻
咽
喉
科

竹
内
俊
二

医
療
法
人
社
団
豊
南
会

香
川
井
下
病
院

観
音
寺
市
大
野
原
町
花

稲
八
一
八
―
一

肢
体
不
自
由
、

呼
吸
器

神
経
内
科
、

内
科

鴨
田
匡
史

か
も
だ
内
科
ク
リ
ニ
ッ

ク

観
音
寺
市
坂
本
町
七
―

一
○
―
一
○

心
臓
、
呼
吸
器

内
科
、
循
環

器
科
、
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
科

岩
�
篤
志

い
わ
さ
き
循
環
器
科
内

科
ク
リ
ニ
ッ
ク

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町

東
高
篠
一
三
七
八
―
一

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

担
当
す
る
医
療

の
種
類

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
香
川
小

児
病
院

善
通
寺
市
善
通
寺
町
二
六
〇
三

眼
科
に
関
す
る

医
療

医
療
法
人
深
田
記
念
会
松
井
病
院

観
音
寺
市
村
黒
町
七
三
九

眼
科
に
関
す
る

医
療

医
療
法
人
明
世
社
白
井
病
院

三
豊
市
高
瀬
町
上
高
瀬
一
三
三
九

眼
科
に
関
す
る

医
療

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構

香
川
労
災
病
院

丸
亀
市
城
東
町
三
―
三
―
一

整
形
外
科
に
関

す
る
医
療

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
香
川
小

児
病
院

善
通
寺
市
善
通
寺
町
二
六
〇
三

整
形
外
科
に
関

す
る
医
療

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
香
川
小

児
病
院

善
通
寺
市
善
通
寺
町
二
六
〇
三

形
成
外
科
に
関

す
る
医
療

三
豊
総
合
病
院

観
音
寺
市
豊
浜
町
姫
浜
七
〇
八

形
成
外
科
に
関

す
る
医
療

医
療
法
人
社
団
中
和
会
西
紋
病
院

丸
亀
市
津
森
町
五
九
五

中
枢
神
経
に
関

す
る
医
療

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
香
川
小

児
病
院

善
通
寺
市
善
通
寺
町
二
六
〇
三

脳
神
経
外
科
に

関
す
る
医
療

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
香
川
小

児
病
院

善
通
寺
市
善
通
寺
町
二
六
〇
三

心
臓
脈
管
外
科

に
関
す
る
医
療

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
月
六
日

（
第
九
三
七
八
号
）

二



三
豊
総
合
病
院

観
音
寺
市
豊
浜
町
姫
浜
七
〇
八

心
臓
脈
管
外
科

に
関
す
る
医
療

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構

香
川
労
災
病
院

丸
亀
市
城
東
町
三
―
三
―
一

腎
臓
に
関
す
る

医
療

宮
野
病
院

丸
亀
市
中
府
町
四
―
一
三
―
二
八

腎
臓
に
関
す
る

医
療

三
豊
総
合
病
院

観
音
寺
市
豊
浜
町
姫
浜
七
〇
八

腎
臓
に
関
す
る

医
療

医
療
法
人
社
団
昭
慈
会
藤
田
脳
神
経
外

科
病
院

三
豊
市
高
瀬
町
新
名
九
七
一
―
一

腎
臓
に
関
す
る

医
療

医
療
法
人
社
団
池
田
外
科
医
院

三
豊
市
豊
中
町
笠
田
笠
岡
二
一
三
六

腎
臓
に
関
す
る

医
療

さ
ぬ
き
市
民
病
院

さ
ぬ
き
市
寒
川
町
石
田
東
甲
三
八
七
―

一

腎
臓
に
関
す
る

医
療

医
療
法
人
社
団
山
本
ヒ
フ
泌
尿
器
科
医

院

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
四
條
一
一
〇
五

―
一

腎
臓
に
関
す
る

医
療

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
香
川
小

児
病
院

善
通
寺
市
善
通
寺
町
二
六
〇
三

小
腸
に
関
す
る

医
療

こ
う
ざ
と
歯
科
・
矯
正
歯
科
ク
リ
ニ
ッ

ク

坂
出
市
室
町
一
―
一
―
二
〇

矯
正
歯
科
に
関

す
る
医
療

三
豊
総
合
病
院

観
音
寺
市
豊
浜
町
姫
浜
七
〇
八

免
疫
に
関
す
る

医
療

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
香
川
小

児
病
院

善
通
寺
市
善
通
寺
町
二
六
〇
三

免
疫
に
関
す
る

医
療

有
限
会
社
か
や
ま
ち
調
剤
薬
局
今
津
店

丸
亀
市
今
津
町
五
三
五
―
五

キ
ッ
ズ
調
剤
薬
局

丸
亀
市
今
津
町
七
二
六
―
九

の
ぞ
み
薬
局

丸
亀
市
川
西
町
北
一
三
六
〇
―
一
一

あ
さ
ひ
調
剤
薬
局
川
西
店

丸
亀
市
川
西
町
南
四
二
二
―
七

有
限
会
社
エ
ン
ゼ
ル
ド
ラ
ッ
グ
丸
亀
店

丸
亀
市
川
西
町
南
中
方
一
〇
五
四
―
四

瀬
戸
調
剤
薬
局
川
西
店

丸
亀
市
川
西
町
北
一
八
七
―
一

コ
ス
モ
調
剤
薬
局
柞
原
店

丸
亀
市
柞
原
町
字
下
所
一
八
一
―
一

有
限
会
社
辻
上
薬
局
御
供
所
店

丸
亀
市
御
供
所
町
一
―
八
―
三
六

有
限
会
社
か
や
ま
ち
調
剤
薬
局

丸
亀
市
米
屋
町
九
―
四

調
剤
薬
局
ハ
ロ

丸
亀
市
幸
町
一
―
二
―
五

あ
い
る
調
剤
薬
局

丸
亀
市
幸
町
一
―
五
―
一
九

有
限
会
社
辻
上
薬
局
城
西
店

丸
亀
市
城
西
町
二
―
四
―
八

株
式
会
社
サ
ン
調
剤
薬
局

丸
亀
市
城
東
町
二
―
一
四
―
三
三

サ
ン
ア
イ
リ
ス
薬
局
丸
亀
店

丸
亀
市
城
東
町
二
―
九
―
二
七

城
東
調
剤
薬
局

丸
亀
市
城
東
町
三
―
一
〇
―
八

ベ
ル
調
剤
薬
局
健
康
館

丸
亀
市
城
東
町
三
―
一
〇
―
八

あ
す
か
調
剤
薬
局

丸
亀
市
宗
古
町
一
―
二

津
森
調
剤
薬
局

丸
亀
市
津
森
町
二
一
六
―
三

有
限
会
社
ア
イ
ン
ス
土
器
薬
局

丸
亀
市
土
器
町
東
三
―
六
二
九

ぞ
う
さ
ん
薬
局

丸
亀
市
土
器
町
東
四
―
七
三
七

三
和
薬
局

丸
亀
市
土
器
町
西
五
―
四
九
八

京
町
薬
局
ど
き
店

丸
亀
市
土
器
町
東
一
―
一
二
一
―
五

京
町
薬
局
丸
亀
店

丸
亀
市
南
条
町
四
七
―
三

有
限
会
社
辻
上
薬
局
原
田
調
剤
薬
局

丸
亀
市
原
田
町
西
三
分
一
六
三
二
―
一

有
限
会
社
辻
上
薬
局
城
北
調
剤
薬
局

丸
亀
市
風
袋
町
一
七
三

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
月
六
日

（
第
九
三
七
八
号
）

三



株
式
会
社
西
日
本
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
元
町

調
剤
薬
局

坂
出
市
元
町
一
―
五
―
八

有
限
会
社
宮
川
薬
局

善
通
寺
市
上
吉
田
町
二
―
三
―
二
〇

コ
ス
モ
調
剤
薬
局
善
通
寺
店

善
通
寺
市
上
吉
田
町
五
―
八
二
七
―
一

有
限
会
社
マ
ツ
ウ
ラ
薬
局

善
通
寺
市
上
吉
田
町
七
―
二
―
一
〇

サ
サ
キ
調
剤
薬
局

善
通
寺
市
上
吉
田
町
字
寝
馬
二
七
六
―

二

フ
ジ
ヤ
調
剤
薬
局

善
通
寺
市
木
徳
町
一
〇
七
三
―
一

株
式
会
社
西
部
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
ひ
ま
わ

り
調
剤
薬
局

善
通
寺
市
善
通
寺
町
二
三
九
三
―
三

有
限
会
社
竹
内
大
学
薬
局

善
通
寺
市
善
通
寺
町
二
―
四
―
二
五

有
限
会
社
め
ぐ
み
調
剤
薬
局

善
通
寺
市
善
通
寺
町
四
―
七
―
三
四

社
団
法
人
香
川
県
薬
剤
師
会
営
西
部
調

剤
薬
局

善
通
寺
市
善
通
寺
町
四
―
七
―
三
六

有
限
会
社
ア
イ
ン
ス
調
剤
薬
局
ハ
ー
モ

ニ
ー

善
通
寺
市
中
村
町
九
〇
〇
―
一

や
ど
め
調
剤
薬
局

善
通
寺
市
弘
田
町
四
九
七
―
一

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
観
音
寺
薬
局

観
音
寺
市
植
田
町
一
〇
〇
八
―
一

ひ
ま
わ
り
調
剤
薬
局
大
野
原

観
音
寺
市
大
野
原
町
大
野
原
二
一
〇
五

―
三

ヒ
ロ
調
剤
薬
局

観
音
寺
市
大
野
原
町
花
稲
八
〇
〇

有
限
会
社
は
な
い
な
薬
局

観
音
寺
市
大
野
原
町
花
稲
八
二
七
―
一

株
式
会
社
快
生
堂
薬
局
本
店

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
一
一
五
七
―
一

株
式
会
社
西
部
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
ひ
ま
わ

り
調
剤
薬
局
春
日

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
二
九
八
七

有
限
会
社
辻
上
薬
局

丸
亀
市
綾
歌
町
岡
田
下
四
九
六
―
五

ジ
オ
薬
局
飯
山
店

丸
亀
市
飯
山
町
川
原
一
〇
八
八
―
五

有
限
会
社
正
木
薬
局
正
木
調
剤
薬
局

丸
亀
市
飯
山
町
川
原
二
二
八
―
四
〇

飯
山
調
剤
薬
局

丸
亀
市
飯
山
町
川
原
八
〇
三
―
二

正
木
薬
局
川
原
店

丸
亀
市
飯
山
町
川
原
八
三
二
―
九

有
限
会
社
宮
川
薬
局
飯
山
店

丸
亀
市
飯
山
町
下
法
軍
寺
三
八
〇
―
一

株
式
会
社
エ
ン
ジ
ェ
ル
旭
町
調
剤
薬
局

坂
出
市
旭
町
三
―
一
―
八

み
ず
ほ
調
剤
薬
局

坂
出
市
江
尻
町
一
五
七
八
―
五

大
屋
富
薬
局

坂
出
市
大
屋
富
町
二
〇
三
四

有
限
会
社
正
木
薬
局
あ
お
い
調
剤
薬
局

坂
出
市
加
茂
町
字
井
手
西
五
〇
一
―
七

有
限
会
社
正
木
薬
局
か
も
店

坂
出
市
加
茂
町
井
手
西
五
七
八
―
五

有
限
会
社
フ
レ
ン
ド
調
剤
薬
局

坂
出
市
川
津
町
二
八
〇
五
―
八

こ
ま
ど
め
調
剤
薬
局

坂
出
市
駒
止
町
一
―
三
―
五

ラ
イ
フ

ス
ク
エ
ア
一
階

有
限
会
社
フ
レ
ン
ド
調
剤
薬
局
駅
前
店

坂
出
市
駒
止
町
一
―
四
―
二
四

ジ
オ
薬
局
坂
出
西
店

坂
出
市
白
金
町
三
―
六
―
一
五

有
限
会
社
フ
レ
ン
ド
調
剤
薬
局
谷
町
店

坂
出
市
谷
町
一
―
三
―
二
六

京
町
薬
局
西
庄
店

坂
出
市
西
庄
町
一
七
八
―
四

林
田
調
剤
薬
局

坂
出
市
林
田
町
三
三
三
一
―
三

有
限
会
社
ア
イ
ン
ス
オ
レ
ン
ジ
薬
局

坂
出
市
室
町
二
―
一
―
七

大
学
薬
局
む
ろ
ま
ち

坂
出
市
室
町
二
―
七
―
一
五

コ
ス
モ
調
剤
薬
局
室
町
店

坂
出
市
室
町
三
―
一
―
五

有
限
会
社
海
野
薬
局

坂
出
市
元
町
一
―
四
―
八

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
月
六
日

（
第
九
三
七
八
号
）

四



ふ
じ
や
薬
品
株
式
会
社
ふ
じ
や
薬
局

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
二
九
九
三
―
一

有
限
会
社
石
川
薬
局

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
三
〇
二
七

フ
ジ
ヤ
中
央
調
剤
薬
局

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
三
一
三
二

ひ
ま
わ
り
調
剤
薬
局
く
に
た

観
音
寺
市
柞
田
町
甲
二
一
〇
五
―
三

サ
ン
シ
ャ
イ
ン
ス
タ
ー
薬
局

観
音
寺
市
柞
田
町
甲
八
四
一

有
限
会
社
ヤ
マ
ニ
薬
局

観
音
寺
市
昭
和
町
一
―
六
―
四
一

有
限
会
社
い
ず
み
や
調
剤
薬
局

観
音
寺
市
出
作
町
一
一
一
七
―
四

ア
イ
・
ヤ
マ
ニ
調
剤
薬
局

観
音
寺
市
豊
浜
町
大
字
姫
浜
八
七
〇
―

一

ケ
イ
・
ア
イ
薬
局

観
音
寺
市
豊
浜
町
姫
浜
八
三
〇

第
健
調
剤
薬
局

観
音
寺
市
豊
浜
町
姫
浜
八
四
四
―
二

ひ
ま
わ
り
調
剤
薬
局
三
豊

観
音
寺
市
豊
浜
町
姫
浜
八
六
三
―
二

快
生
堂
豊
浜
調
剤
薬
局

観
音
寺
市
豊
浜
町
姫
浜
八
六
五
―
一

姫
浜
調
剤
薬
局

観
音
寺
市
豊
浜
町
姫
浜
八
六
九
―
一

ふ
じ
や
薬
局
黒
渕

観
音
寺
市
柞
田
町
乙
一
四
九
〇
―
三

こ
ま
つ
薬
局
古
川

観
音
寺
市
古
川
町
字
切
石
一
九
五

小
松
薬
局

観
音
寺
市
本
大
町
一
四
八
二
―
五

あ
さ
調
剤
薬
局
寒
川
店

さ
ぬ
き
市
寒
川
町
石
田
東
甲
三
八
五
―

一

有
限
会
社
片
山
薬
局

さ
ぬ
き
市
寒
川
町
石
田
東
甲
三
八
五
―

一
〇

株
式
会
社
日
本
サ
ン
メ
デ
ィ
ッ
ク
ス
東

部
調
剤
薬
局

さ
ぬ
き
市
寒
川
町
石
田
東
甲
四
〇
四
―

一

上
原
薬
局

さ
ぬ
き
市
志
度
一
九
三
九
―
一

レ
デ
イ
さ
ぬ
き
し
ど
調
剤
薬
局

さ
ぬ
き
市
志
度
六
三
二
―
四

ホ
ワ
イ
ト
薬
局

さ
ぬ
き
市
志
度
八
六
九
―
四

有
限
会
社
松
村
薬
局
し
ど
調
剤
薬
局

さ
ぬ
き
市
志
度
字
花
池
尻
二
四
九
三
―

二

た
ん
ぽ
ぽ
調
剤
薬
局

さ
ぬ
き
市
造
田
是
弘
七
九
二
―
一
〇

あ
さ
調
剤
薬
局
津
田
本
町
店

さ
ぬ
き
市
津
田
町
津
田
一
〇
四
八
―
二

東
部
調
剤
薬
局
津
田
店

さ
ぬ
き
市
津
田
町
津
田
九
九
二
―
五

有
限
会
社
松
村
薬
局
大
内
店

東
か
が
わ
市
川
東
一
〇
一

三
本
松
調
剤
薬
局

東
か
が
わ
市
三
本
松
一
六
七
七

に
ぶ
調
剤
薬
局

東
か
が
わ
市
町
田
六
九
八
―
二

東
部
調
剤
薬
局
松
原
店

東
か
が
わ
市
松
原
九
六
二
―
一

松
村
薬
局

東
か
が
わ
市
松
原
九
六
九
―
一
三

有
限
会
社
松
村
薬
局
松
村
調
剤
薬
局

東
か
が
わ
市
湊
一
八
三
〇
―
一

東
部
調
剤
薬
局
白
鳥
店

東
か
が
わ
市
湊
一
八
三
一
―
六

有
限
会
社
松
村
薬
局
本
店

東
か
が
わ
市
湊
水
入
一
九
一
一
―
五

ひ
ま
わ
り
調
剤
薬
局
高
瀬

三
豊
市
高
瀬
町
上
高
瀬
一
三
八
〇
―
四

ひ
ま
わ
り
薬
局
西
香
川

三
豊
市
高
瀬
町
此
地
中
二
九
八
二
―
三

モ
リ
イ
ト
薬
局

三
豊
市
高
瀬
町
新
名
九
一
一
―
三

香
川
漢
方
薬
局

三
豊
市
高
瀬
町
新
名
九
六
三
―
一

ジ
ョ
イ
薬
局

三
豊
市
高
瀬
町
新
名
九
八
二
―
一

ま
と
ば
薬
局

三
豊
市
詫
間
町
詫
間
四
一
四
―
五

ひ
ま
わ
り
調
剤
薬
局
浜
田

三
豊
市
詫
間
町
詫
間
六
八
一
四
―
一
四

株
式
会
社
正
木
あ
お
ぞ
ら
調
剤
薬
局

三
豊
市
詫
間
町
松
崎
三
〇
三
―
五

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
月
六
日

（
第
九
三
七
八
号
）

五



●
香
川
県
告
示
第
六
百
十
六
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
区
画
漁
業
の

免
許
の
内
容
と
な
る
事
項
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

免
許
の
内
容
と
な
る
事
項
、
制
限
又
は
条
件
及
び
地
元
地
区

計
画
番
号
区
第
一
号
（
の
り
）

１

漁
場
の
位
置
及
び
区
域

�

漁
場
の
位
置

東
か
が
わ
市
松
島
西
地
先

�

点
の
位
置

基
点
Ａ

松
島
東
端

〃

Ｂ

松
島
南
西
端

〃

Ｃ

徳
島
県
鳴
門
市
大
麻
山
高
頂

〃

Ｄ

徳
島
県
鳴
門
市
北
灘
町
碁
の
浦
漁
港
防
波
堤
基
部

〃

Ｅ

東
か
が
わ
市
引
田
庁
舎
中
央

〃

Ｆ

神
山
高
頂

〃

Ｇ

城
山
鼻
東
端

点

イ

Ａ
か
ら
真
方
位
四
三
度
四
五
分
二
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ

〃

ロ

イ
か
ら
真
方
位
三
一
三
度
四
五
分
四
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ

〃

ハ

Ｃ
か
ら
Ｂ
見
通
し
延
長
線
上
Ｂ
か
ら
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ

〃

ニ

Ｃ
か
ら
Ｂ
見
通
し
延
長
線
と
Ｅ
か
ら
Ｇ
見
通
し
延
長
線
と
の
交
差
点

〃

ホ

Ｄ
か
ら
Ｂ
見
通
し
延
長
線
と
Ｆ
か
ら
Ｇ
見
通
し
延
長
線
と
の
交
差
点

〃

へ

ニ
か
ら
ホ
見
通
し
延
長
線
ホ
か
ら
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ

�

漁
場
の
区
域

ロ
ハ
、
ハ
ニ
、
ニ
ヘ
、
ヘ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

２

漁
業
の
種
類
、
漁
業
の
名
称
及
び
時
期

第
一
種
区
画
漁
業

名

称

時

期

の
り
養
殖
業

十
一
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

３

制
限
又
は
条
件

�

河
川
、
港
湾
又
は
海
岸
の
維
持
管
理
そ
の
他
保
全
の
た
め
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
行
う
事

業
の
施
行
に
つ
い
て
は
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

�

知
事
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
、
毎
年
養
殖
計
画
及
び
養
殖
実
績
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

漁
期
終
了
後
、
直
ち
に
敷
設
物
を
撤
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

船
舶
航
行
安
全
の
た
め
、
漁
具
の
所
在
を
示
す
有
効
な
標
識
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

地
元
地
区

東
か
が
わ
市
坂
元
・
馬
宿
・
南
野
・
引
田
・
黒
羽
・
吉
田
・
小
海
・
川
股

二

免
許
予
定
日

平
成
十
八
年
十
一
月
一
日

ひ
い
ら
ぎ
調
剤
薬
局

三
豊
市
豊
中
町
比
地
大
政
本
二
六
二
二

―
一

ひ
ま
わ
り
調
剤
薬
局
豊
中

三
豊
市
豊
中
町
笠
田
笠
岡
二
一
三
一
―

四

さ
か
い
め
薬
局

三
豊
市
仁
尾
町
仁
尾
丁
八
九
八
―
八

み
ど
り
調
剤
薬
局

三
豊
市
山
本
町
財
田
西
九
〇
二
―
四

大
川
調
剤
薬
局

小
豆
郡
土
庄
町
渕
崎
甲
二
〇
三
一
―
八

ク
ス
リ
の
ユ
タ
カ
田
伏
薬
局

木
田
郡
三
木
町
大
字
鹿
伏
三
二
七
―
一

く
ま
薬
局
三
木
店

木
田
郡
三
木
町
大
字
氷
上
三
九
九
―
二

ト
マ
ト
薬
局
直
島
店

香
川
郡
直
島
町
本
村
六
九
六
―
四
〇

三
好
薬
局
山
田
支
店

綾
歌
郡
綾
川
町
山
田
下
三
三
九
二
―
四

有
限
会
社
辻
上
薬
局
陶
店

綾
歌
郡
綾
川
町
陶
二
六
〇
三
―
一

大
松
薬
局

綾
歌
郡
宇
多
津
町
一
四
一
三

う
ぶ
す
な
調
剤
薬
局

綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
〇
三
三
―
一

宇
多
津
調
剤
薬
局

綾
歌
郡
宇
多
津
町
大
字
東
分
四
九
―
三

六

有
限
会
社
フ
レ
ン
ド
調
剤
薬
局
多
度
津

店

仲
多
度
郡
多
度
津
町
本
通
二
―
三
―
二

七

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
月
六
日

（
第
九
三
七
八
号
）

六



三

免
許
の
存
続
期
間

平
成
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で

四

免
許
申
請
期
間

平
成
十
八
年
十
月
十
二
日
か
ら
平
成
十
八
年
十
月
十
三
日
十
七
時
ま
で

●
香
川
県
告
示
第
六
百
十
七
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
香
川
県
告

示
第
五
百
九
十
号
（
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
で
公
示
し
た
区
画
漁
業
に
つ
い
て
、
平
成
十
八
年
十
月

一
日
次
の
と
お
り
免
許
し
た
。

平
成
十
八
年
十
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

二

免
許
番
号

別
表
の
と
お
り

三

漁
業
の
名
称
及
び
時
期
並
び
に
漁
場
の
位
置
及
び
区
域

告
示
の
と
お
り

四

存
続
期
間

平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

五

制
限
又
は
条
件

告
示
の
と
お
り

六

漁
業
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

別
表
の
と
お
り

別
表

●
香
川
県
告
示
第
六
百
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
十
月
六
日
か
ら
同
年
十
月
二
十

七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

三
木
津
田
線
（
三
十
七
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
六
百
十
九
号

香
川
県
管
理
港
湾
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
港
湾
施
設
の
供
用
を
開
始
し
た
の
で
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

免
許
番
号

告
示
中

の
番
号

漁
業

権
者

氏
名
又
は
名
称

住
所

区
第
５１８
号

１
池
田
漁
業
協
同
組
合

小
豆
郡
小
豆
島
町
池
田
２２８
番
地
の
３２

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

木
田
郡
三
木
町
大
字
井
上
字
東
山
田
一

一
三
三
番
一
地
先
か
ら

木
田
郡
三
木
町
大
字
井
上
字
東
山
田
一

一
四
二
番
一
地
先
ま
で

前

一
〇
・
二

〜
一
八
・
〇

九
九

交
通
安
全
施

設
工
事
に
伴

う
現
道
拡
幅

後

一
〇
・
五

〜
二
〇
・
〇

九
九

港
湾
施
設

の
種
類

名

称

位

置

数

量

能

力

臨
港
交
通

施
設
（
臨

港
道
路
）

宮
浦
臨
港
道

路
一
号

香
川
郡
直
島
町

字
宮
浦
地
先

延
長七

六
・
〇
メ
ー
ト
ル

車
道
幅
員

六
・
〇
メ
ー
ト
ル

道
路
敷
幅

一
一
・
〇
メ
ー
ト
ル

面
積九

六
四
・
〇
平
方
メ
ー

ト
ル

臨
港
交
通

施
設
（
臨

港
道
路
）

宮
浦
臨
港
道

路
二
号

香
川
郡
直
島
町

字
宮
浦
地
先

延
長八

・
〇
メ
ー
ト
ル

道
路
幅
員

三
・
〇
メ
ー
ト
ル

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
月
六
日

（
第
九
三
七
八
号
）

七



●
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
昭
和

五
十
六
年
五
月
八
日
指
道
第
四
号
（
香
川
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号
）
で
行
っ
た
道
路
の
位
置
の
指
定
を

次
の
よ
う
に
廃
止
し
た
。

平
成
十
八
年
十
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

廃
止
年
月
日

平
成
十
八
年
九
月
二
十
五
日

二

指
定
を
廃
止
す
る
道
路
の
位
置

坂
出
市
谷
町
一
丁
目
三
八
三
四
―
一

三

指
定
を
廃
止
す
る
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

二
六
・
二
五
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
中
讃
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
八
年
十
一
月
十
五
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
八
年
七
月
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
木
と
家
の
会

六
車

誠
二

高
松
市
亀
井
町
八
番
一
二
号

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

本
会
は
、
四
国
の

山

に
育
つ
木
を

ま
ち

に
受
け
渡
す
し
く
み
を
再
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
、

住
ま
い
づ
く
り
を
通
し
て
、
相
互
の
交
流
と
経
済
循
環
を
活
発
に
し
、
森
林
の
保
全
と
と
も
に
循
環
型

社
会
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

道
路
敷
幅

四
・
五
メ
ー
ト
ル

面
積七

七
・
〇
平
方
メ
ー
ト

ル

保
管
施
設

（
野
積
場
）
宮
浦
一
号
野

積
場

香
川
郡
直
島
町

字
宮
浦
地
先

面
積三

一
八
平
方
メ
ー
ト
ル

保
管
施
設

（
野
積
場
）
宮
浦
二
号
野

積
場

香
川
郡
直
島
町

字
宮
浦
地
先

面
積四

七
七
平
方
メ
ー
ト
ル

保
管
施
設

（
野
積
場
）
宮
浦
三
号
野

積
場

香
川
郡
直
島
町

字
宮
浦
地
先

面
積二

一
八
平
方
メ
ー
ト
ル

旅
客
施
設

（
待
合
所
）
フ
ェ
リ
ー
旅

客
タ
ー
ミ
ナ

ル

香
川
郡
直
島
町

字
宮
浦
地
先

面
積四

、
三
〇
三
平
方
メ
ー

ト
ル

係
留
施
設

（
物
揚
場
）
物
揚
場
（
マ

イ
ナ
ス
四
・

〇
メ
ー
ト
ル
）

船
首
尾
係
船

岸

香
川
郡
直
島
町

字
宮
浦
地
先

延
長三

五
・
〇
メ
ー
ト
ル
（

本
体

二
五
・
〇
メ
ー

ト
ル
）

エ
プ
ロ
ン
幅

一
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル

水
深マ

イ
ナ
ス
四
・
〇
メ
ー

ト
ル

面
積三

〇
〇
・
〇
平
方
メ
ー

ト
ル

対
象
船
舶

七
〇
〇
総
ト
ン
フ
ェ

リ
ー

係
留
可
能
隻
数

一
隻

附
帯
設
備

車
両
乗
降
用
設
備
一

基

公

告

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
月
六
日

（
第
九
三
七
八
号
）

八



の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
八
年
五
月
十
六
日
香
川
県
公
告
（
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
）

二

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ル
ナ
カ
屋
島
店

高
松
市
高
松
町
二
四
九
八
番
一
ほ
か

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
十
月
六
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
十
一
月
六
日
（
月
曜
日
）
ま
で

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
八
年
五
月
十
六
日
香
川
県
公
告
（
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
）

二

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ル
ナ
カ
引
田
店

東
か
が
わ
市
引
田
一
八
九
五
番
一
ほ
か

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
東
か
が
わ
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
東
か
が
わ
市
事
業
部
商
工
観
光
室

２

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
十
月
六
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
十
一
月
六
日
（
月
曜
日
）
ま
で

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
八
年
五
月
十
六
日
香
川
県
公
告
（
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
）

二

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
マ
ル
ナ
カ
内
海
店

小
豆
郡
小
豆
島
町
安
田
字
植
松
甲
一
四
四
番
四
ほ
か

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
小
豆
島
町
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
小
豆
島
町
商
工
観
光
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
十
月
六
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
十
一
月
六
日
（
月
曜
日
）
ま
で

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
の
登
録

が
平
成
十
八
年
八
月
三
十
日
に
失
効
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
月
六
日

（
第
九
三
七
八
号
）

九



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
九
月
二
十
七
日
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
十
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
飛
石
地
区
共
同
施
行
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事

業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
飛
石
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
九
月
二
十
七
日
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
十
月
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

（
％
）

そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所

香
川
県
第

六
八
○
号

混
合
有

機
質
肥

料

七
・
○
混
合

有
機
質
肥
料

窒
素
全
量

七
・
○

り
ん
酸
全
量

六
・
○

含
有
が
許
さ

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

は
、
公
定
規

格
の
と
お
り
。

有
限
会
社

大
坪
商
店

高
松
市
西
山
崎
町
一
五
二
番

地

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

丸
亀
市
飯
山
町
岡
土
地
改

良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
岡
三
号
地
区

大
窪
池
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
内
板
地
区

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
八
年
十
月
六
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
月
六
日

（
第
九
三
七
八
号
）

一
〇


